
～みんなでつくるまちづくり～

戸越六丁目東地区
地区計画の手引き

戸越六丁目東地区には、地区の防災性や住環境の向上を目的として、地区の特性に応
じたまちづくりのルールである「地区計画」を定めています。
地区内で建築を行う際には、建築基準法等に基づく規制に加え、
この地区計画に定めるルールも適用され、建築確認申請とは別に
「届出手続き」が必要になります。
このパンフレットは、当地区の地区計画の概要や、地区内で建築等を行う場合に必要

な手続きの流れについて、ご案内するものです。建替えのご検討の際などに、ぜひご活
用ください。
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戸越六丁目東地区地区計画
都市計画決定 平成３１年３月

戸越六丁目東地区のまちづくりについて

本地区は、東急電鉄大井町線「戸越公園駅」の南側に位置し、地域
全体が火災危険度の高い木造密集市街地となっています。
そこで、以前より「災害に強いまち」の実現が喫緊の課題となって

いたことから、品川区により不燃化等を促進するとともに、特定整備
路線である補助２９号線の整備が東京都により進められています。
また、本地区では、地元住民等で組織する「戸越六丁目地区まちづ
くり検討委員会」が発足し、「防災性の高いまちづくり」、「地域商
業機能の再構築」を目標として、勉強会等が行われています。その結
果、平成３０年５月に「戸越六丁目東地区まちづくり案」が品川区に
提出されたことから、品川区が都市計画法に基づき「地区計画」を策
定したものです。

■戸越六丁目東地区のまちづくりの経緯

平成２７年度
・補助第２９号線の整備を期に、戸越六丁目地元有志に
よる商店街のにぎわい維持・向上や地域の防災性向上の
勉強会が発足（３月）

平成２８年度 ・町会、商店会から品川区へまちづくりの要望書を提出
（８月）

平成２９年度 ・戸越六丁目地区まちづくり検討委員会が発足（９月）
・まちづくりニュース発行（３回）

平成３０年度

・戸越六丁目地区まちづくり検討委員会から品川区へ
「戸越六丁目東地区まちづくり案」が提出（５月）
・地区計画（素案）の説明会、縦覧・意見書の受理
（８、9月）
・地区計画（案）の説明会、縦覧・意見書の受理
（１２月）
・地区計画の決定・告示（３月）
・まちづくりニュース発行（１回）
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地区計画の内容

■地区計画の目標と方針

【目標】
① 震災や火災等の災害に強い安全な市街地の形成
② 商店街のにぎわいを維持した地域生活拠点に相応しい市街地の
形成

【方針】
地区の立地特性に応じ、４つの地区（A～D地区）に区分し、建築
物と敷地に関するルール（地区整備計画）を定めます。

商店街沿道

戸越六丁目東地区 地区計画の内容は、以下のとおりです。

■地区の区分（計画図）

Ｂ地区
店舗と住宅が混在する地区

C地区
店舗を主とする地区

D地区
商店街の沿道地区

A地区
住宅を主とする地区

将来的にまちづくりの誘導を行う地区
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敷地面積の最低限度

過度に敷地の細分化や建物の過密化が進まないよう、新たに土地を分
割して建物を建築する場合の敷地面積の最低限度を６０㎡（約１８坪）
に定めています。

≪イメージ図≫

■Ａ～Ｄ地区の建築物と敷地に関するルール（地区整備計画）

分割して建築することが
できます。

新たに60㎡未満に分割
して建築することは出来
ません。

【例外】
①～④のような土地を分割せずに使用する場合は、例外として６０㎡
未満の土地を敷地として建物を建築することができます。
①地区計画の決定告示日（平成３１年３月６日）において、現に建築
物の敷地として使用されている６０㎡未満の土地

②地区計画の決定告示日（平成３１年３月６日）において、駐車場な
ど、今は建築物の敷地として使われていない６０㎡未満の土地

③道路、公共施設の整備により６０㎡未満になった土地
④公共施設の整備に伴い、代替地として譲渡された６０㎡未満の土地
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土地を分割しなければ建
替え可能です。

土地を分割しなければ建
築可能です。



垣またはさくの構造の制限

防災・防犯性や交通安全性、景観に配慮した良好な住環境の形成を
図るため、垣またさくの構造の制限を定めています。

公道、２項道路、位置指定道路など、建築基準法上の道路の沿道には、
ブロック塀を新設することができません。
道路に面して垣やさくを設ける場合には、生け垣、透視可能なフェン

ス、採光や通風に配慮した軽量なフェンスとし、交通の支障にならない
ものに限り設置することができます。なお、生け垣とフェンスの併用は
可能。
≪生け垣例≫ ≪フェンス例≫

【例外】
次のような垣やさくは、例外として設置することができます。
・道路面から高さ６０㎝以下のブロック塀等
・道路に面する門柱や、門柱に接続する長さ１．２ｍ以下、
高さ２ｍ以下のブロック塀等

≪イメージ図≫
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建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限

①地震時の窓ガラスの飛散や落下物に
よる被害を未然に防ぐことができる
ように、建築物の道路に面する部分
に落下物防止措置（ベランダの設置
や網入りガラスを用いるなど）を行
います。

②建築基準法第４２条第２項に定める
道路の道路中心から２ｍの範囲では、
建築物、工作物、広告物等の突出を
制限します。また、腐朽・腐食・破
損しやすい材料を使用した野外広告
物、広告板は設置できません。

③建築物、看板、広告等は地域の景観に適したものとします。
※景観については、品川区景観計画等をご参考ください。
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＊建築基準法第４２条第２項に定める道路以外の道路に屋外広告物（そで看板
等）を出す場合は、申請が必要となります。
詳細は、土木管理課占用係（電話：03-5742-6785）にお問い合わせください。



土地利用に関する事項

建物等の用途の制限

風俗関連の建築物を制限します。（A～D地区共通）

計画図（P3）に示す商店街沿道に面する建築物の１階部分につい
ては、店舗その他これらに類する用途のみに制限します。
【例外】
６０㎡未満の敷地または、地区計画の決定告示日（平成３１年３月
６日）において、１階部分が店舗その他これらに類する用途以外に
ある土地については、この限りではありません。

B～D地区のみにかかるルール

①３００㎡以上の敷地で新たに建物を建てる場合は、「品川区みどりの
条例」に定める基準により緑化します。
②３００㎡未満の敷地でも積極的な緑化に努めるものとします。

①「品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する
条例」に定める基準に基づき、自転車駐車場の設置を行います。
②同条例に定める基準に満たない施設についても、自転車駐車場の設置
に努めます。
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みどり豊かなまちづくりを図り、快適な生活環境を確保するため積極
的な緑化を進めます。

安全な通行、円滑な緊急活動を確保するため、新たに店舗等を建てる
場合は、自転車駐車場の設置を進めます。

連続的なにぎわい創出

【１階部分が店舗その他これらに類する用途は可】

１階部分

＊条例等に該当する場合は、土木管理課自転車対策係
（電話：03-5742-6786）にお問い合わせください。

＊条例等に該当する場合は、公園課みどりの係
（電話：03-5742-6799）にお問い合わせください。



地区計画の届出と手続き

A～D地区で、建築等行為等（１～４）を行う場合は、工事着手の３
０日前までに品川区長へ行為の内容の届出が必要になります。

■手続きの流れ（事前相談から工事着手まで）

地
区
計
画
の
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出
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査

設
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変
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建
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申
請

工
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手

事
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相
談 不

適
合

※ は建築主が行うこと

＊建築等行為等とは、

１ 土地の区画形質の変更
① 道路の新設、拡幅、廃止または変更
② 一団の土地を分割して二つ以上の宅地として利用するもの
③ 宅地以外の土地を宅地として利用するもの
④ 土地の切土、盛土

２ 建築物の建築または工作物の建設
建築物の新築、増築、改築、移転、門、塀、擁壁、広告塔等を
建設する場合等。

３ 建築物の用途の変更
住宅を療所にしたり、車庫を倉庫にしたりする場合など。
この場合、地区整備計画で、用途の制限が定められている場合
に届出が必要となります。

４ 建築物等の形態または意匠の変更
建築物の外壁等の色彩や屋外広告物を変更する場合など。
この場合、地区整備計画で、建築物の形態または意匠の制限が
定められている場合に届出が必要となります。
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（１）届出書（または変更届出書）、委任状(届出を委任する場合)

（２）添付図書
届出を行う行為の種類により、添付図書が異なります。
届出書類チェックリストで確認してください。

（３）届出書類チェックリスト、地区整備計画チェックリスト（各地区）
届出にあっては、届出者で事前にチェックリストを活用し、書類
等に漏れが無いように確認をお願いします。

（４）提出先
都市環境部都市開発課立体化担当戸越チーム
住所：〒140-8715 品川区広町2丁目１－３６本庁舎６階

※届出書等の提出は、内容確認が必要なため原則窓口まで持参し
ていただいていますが、特例として郵送での対応も可能ですの
でご希望の場合は別途ご相談ください。

トップページ＞環境・まちづくり＞都市整備＞地域地区、地区計画等

≪URL≫ 
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-
toshiseibi/hpg000019087.html

≪ QRコード≫

■届出に必要な書類および提出（届出書は、正副で１部提出）
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※届出書、届出書類チェックリスト、地区整備計画チェックリストは、
品川区ホームページよりダウンロードができます。



よくある質問 Q&A

Q：地区計画が定められると、地区計画の内容に
適合するようすぐに改築や建て替えをしないとい
けないのかな。

Ａ：すぐに改築したり、建て替えたりする必要
はありません。今後、新たに建物を建てたり、
建て替えたりする際に、地区計画のルールを
守ってください。

Q：建築物の敷地が２つの地区にまたがる場合、
用途の制限はどちらが適用されるの。

A：２つの地区にまたがる場合、用途の制限は建築物の
敷地の過半を要する地区の制限が適用されます。なお、
「敷地面積の最低限度」も同様に敷地の過半を要する地
区の制限が適用されます。≪例１≫
「建築物等の形態または意匠の制限」「垣またはさくの
構造の制限」については、建築物等または敷地が属する
地区計画の規定をそれぞれ適用します。 ≪例２≫

・建物等の用途の制限
・敷地面積の最低限度

・建築物等の形態または意匠の制限
・垣またはさくの構造の制限

≪例１≫ ≪例２≫
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A地区

ア イ

A地区以外
または区域外

この場合アの敷地が過半（70％）
を要するのでＡ地区を適用

A地区

ア イ

区域外

アはA地区の地区計画規定適用
イは区域外のため適用無

70% 30%
建築物の敷地 建築物の敷地



Q：届出が必要のない場合はありますか。

Ａ：⑴通常の管理行為、軽易な行為。
⑵非常災害のため必要な応急措置として行
う行為。

⑶国または地方公共団体が行う行為。
⑷都市計画事業の施行として行う行為、
またはこれに準ずる行為。

⑸開発許可を要する行為。

Q：この地域で「駐車場」の土地活用を検討して
います。届出は必要ですか。

Ａ：本地区計画では、垣またはさくの構造の制限
を定めていますので、駐車場内にフェンス等、ま
たは管理施設のある駐車場を建設または設置され
る場合は、届出が必要です。

Q：住宅だけで届出をしていたが、車庫も建てた
い。どのように届出をすれば良いの。

Ａ：前回の届出の行為の完了予定日前であれば「変
更届出書」を、完了予定日後であれば新たに「届出
書」を提出してください。
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地区整備計画区域

将来的にまちづくり
の誘導を行う地区

問い合わせ先

都市環境部 都市開発課 立体化担当 電話 ０３－５７４２－６９６２

Q：「将来的にま
ちづくりの誘導を
行う地区」で新築、
建替え等をする場
合は、どうしたら
いいですか。

Ａ：「将来的にまちづくりの誘導を行う地区」の場
合は届出が必要ありませんが、事前に区にご相談く
ださい。

Q：建築物と敷地に関するルール（地区整
備計画）に適合しなかった場合、罰則は
ありますか。

Ａ：罰則等はございません。ただし、届出を怠った
り、虚偽の届出をした場合は２０万円以下の罰金
（都市計画法第９３条）が科されます。
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